
障事第３３２号  

令和２年６月２日  

 

各市町村長 様 

（政令市、中核市、我孫子市を除く） 

 

千葉県健康福祉部障害福祉事業課長   

（ 公 印 省 略 ）  

 

日中サービス支援型指定共同生活援助を行おうとする者が市町村協議会等に 

対して運営方針や活動内容等を説明し、当該協議会等による評価を受ける 

場合について（通知） 

 

平成３０年４月１日から施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例」の一部を改正する条例（以下、「基準条例」という。）の趣旨及び内容に

ついては、平成３０年１２月２６日付け障事第１５８８号（以下、「解釈通知」という。）

で通知したところです。 

解釈通知４－（３）－④では、「なお、知事が必要と認める場合には、事業指定の申請に

あたり、施行規則第３４条の１９第１項第１５号に規定する事項として、日中サービス支

援型指定共同生活援助を行おうとする者は、協議会等に対し、運営方針や活動内容等を説

明し、当該協議会等による評価を受け、その内容を知事に提出するものとする。」とされて

いますが、この「知事が必要と認める場合」とは下記のとおりとします。 

また、具体的な運用等については、令和２年３月３１日付け障事第１８４０号で通知し

たとおりであることを申し添えます。 

記 

１ 基準条例第２０１条の６第５項、第６項で定める「知事が特に必要があると認めると

き」に該当するか判断が必要な場合 

２ 解釈通知４－（２）－③－ウ－ｳで定める「知事が特に必要と認めた場合」に該当する

か判断が必要な場合 



３ 解釈通知４－（２）－③－ウ－ｴで定める「知事が特に必要と認めた場合」に該当する

か判断が必要な場合 

４ 解釈通知４－（２）－③－オで定める「知事が特に必要があると認めるとき」に該当

するか判断が必要な場合 

５ 日中サービス支援型共同生活事業所と通所事業所を同一敷地内に設置しようとする場 

  合 

６ 一定の地域に共同生活住居が集約して立地するおそれがある場合 

７ その他、知事が必要と認める場合 
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